
○意見の提出方法 電子メール、郵送、FAXのいずれかの方法で提出願います。

○意見の提出先 釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課    

住所：〒085-8588　釧路市浦見2丁目2番54号

電話：0154-43-9181　FAX：0154-41-0967

E-mail：kushiro.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp

番号 特定小売事業施設名 区分
設置

(予定)
場所

設置者 主要小売店舗
新設日
または
増床日

店舗面積
(㎡)

新設届出書
届出日

地域貢献
活動計画書

届出日

（新設届出書） (地域貢献活動計画書)

新設
株式会社
ジョイフルエーケー

令和５年
(2023年)
10月13日

釧路市

○意見提出される方は、「新設等届出住民等意見書」、「地域貢献活動計画住民等意見書」を使用してください。

令和７年
(2025年)
７月予定

　　

ジョイフルタウン釧路
株式会社
ジョイフルエーケー

【令和５年(2023年)10月19日現在】

27,780
令和５年(2023年)

11月17日（金）
まで

北海道地域商業の活性化条例に基づく特定小売事業施設新設届出書及び地域貢献活動計画書の
公表及び意見募集

　「北海道地域商業に関する条例」（以下、条例という。）第18条第１項及び第25条第１項の規定に基づき、新設届出及び地域貢献活動計画の提出がありまし
たので、次のとおり公表します。
　なお、条例第21条第２項及び第28条第２項の規定に基づき、関係市町村の住民等の方は、公表のあった日から１か月以内に知事に意見を述べることがで
きます。提出いただいた意見の内容については、特定小売事業施設の設置者に通知するとともに、北海道のホームページにおいて意見の概要を公表するこ
ととしております。
　なお、匿名による意見の提出はできません。ただし、市町村を除き「氏名又は団体名」が公表されることはありません。

※関係市町村　釧路市、釧路町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、津別町、足寄町、浦幌町

意見募集

1031 令和５年
(2023年)
10月13日


